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（別 紙） 

「平成１６年度予算編成における基本的考え方について」のポイント 
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はじめに 
 

平成１６年度予算編成は、我が国財政の将来を占う上で極めて重要な意味を

持つと考えられる。年金改革、国と地方の改革といった大きな課題を抱えた  

平成１６年度予算編成は、今後の財政の在り方、国の役割、受益と負担の関係

等、国の在り方に対する根本的な考え方を国民に問い直すことになろう。我が

国財政は、平成１５年度末の公債残高が約４５０兆円にも達する見込みである

など、主要先進国中最悪の危機的状況に陥っており、それが国民の将来不安に

つながっている。このような状況の下、将来の国民生活に真に安心感を与え、

経済の活力を回復するためにも、財政健全化に向け不退転の決意で諸改革を進

めていく必要がある。 

  財政制度等審議会財政制度分科会は、このような認識の下、平成１６年度  

予算編成に対する基本的な考え方について取りまとめた。今や従来のような右

肩上がりの経済成長が望めず、また少子高齢化が進展していく中、将来世代の

負担を考えれば、我々が採りうる選択肢は自ずと厳しいものとならざるを得な

い。厳しい改革を行っていくためには、国民の理解と協力が不可欠であり、こ

の「基本的考え方」が、平成１６年度予算編成に向けた様々な課題について一

つの方向性を提示し、国民各層の議論に資することを期待する。 

 

 

Ⅰ.総 論 
 

１．持続可能な財政構造の確立 

 

政府は、中期的な財政運営の在り方について、「改革と展望－２００２年度 

改定」（平成１５年１月２４日閣議決定）において、「２０１０年代初頭におけ

るプライマリーバランスの黒字化を目指す」とし、プライマリーバランスの黒

字化を中期的な財政運営目標として明確に位置付けた。我が国の国・地方の長

期債務残高対ＧＤＰ比は、平成１５年度末で１３７.６％にも達すると見込まれ

ている。こうした中、プライマリーバランスの黒字化は、債務残高対ＧＤＰ比

が上昇しないという水準を示しているに過ぎないのであって、それ自体が最終

的な目標ではないことに留意が必要であるが、まずはその目標達成に向け全力

で取り組んでいかなければならない。しかし、平成１５年度のプライマリーバ

ランスは▲５．４％（対ＧＤＰ比）と見込まれ、足下ではむしろ悪化している

ことを踏まえると、その達成すら容易なことではなく、持続可能な財政構造の

確立に向け、様々な制度改革、歳出改革努力を積み重ねていく必要がある。 
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平成１５年度予算は、「改革断行予算」と位置付けた平成１４年度予算の基本

路線を継承し、国庫補助負担金の整理合理化や雇用保険制度の抜本的見直しな

ど、歳出面で様々な改革努力が重ねられた。しかしながら、景気の悪化や減税

の先行実施等による歳入の落ち込みもあり、公債発行額は３６．４兆円にもの

ぼり、公債依存度は４４．６％と過去最悪の状況となった。 

財政赤字の累積は、財政の硬直化や世代間の不公平の拡大をもたらすばかり

でなく、制度の持続可能性への疑問から国民に将来不安をもたらし、活力ある

経済社会の実現に大きな足かせとなる。このため、公債発行額については、極

力その抑制に努めなければならない。なお、現在の低金利下においては累増す

る公債残高の影響が過小評価されがちであるが、仮に将来金利が上昇した場合

には、国債費が財政を大きく圧迫する要因となることを忘れてはならない。 

「構造改革と経済財政の中期展望」（平成１４年１月２５日閣議決定：以下、

「改革と展望」）においては「政府の大きさ（一般政府の支出規模のＧＤＰ比）

は現在の水準を上回らない程度とすることを目指す」とされており、これを踏

まえ、平成１５年度予算は一般会計歳出及び一般歳出ともに実質的に平成１４

年度の水準を下回るものとなった。上記のような財政の状況に鑑みれば、平成

１６年度予算編成においても、昨年度同様の歳出改革路線を堅持していくこと

が重要である。 

 

 

２．歳出見直しの基本的考え方 

 

  持続可能な財政構造の確立のためには、諸制度の根幹に立ち返り、義務的な

経費、裁量的な経費を問わず、聖域なく歳出内容を徹底して見直すことが不可

欠である。 

当審議会では、昨年１１月に取りまとめた「平成１５年度予算編成等に関す

る建議」（平成１４年１１月２０日：以下「１５年度建議」）において、構造改

革に伴う様々な制度改革の方向性を「『保護・救済型』から『自立支援型』の制

度への転換」と位置付けた。平成１６年度予算編成においても、引き続きこの

考え方に沿った改革が進められなければならない。特に年金改革をはじめとす

る社会保障制度改革や国と地方の改革については、こうした観点から抜本的な

制度の再構築が必要である。これらの制度見直しは、今後の国の在り方を決め

る重要な課題であり、是非とも国民的な議論を経て改革が行われることを望み

たい。 

また、総額（量）を厳しく抑制する中では、特に予算の内容（質）について

は予算配分の重点化、効率化（メリハリ付け）の実現を図ることが重要な課題

である。逐年この課題に取り組んできたところであるが、平成１６年度予算に
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おいても真に効果の高い施策に重点化対象を絞り込むなど不断の努力を重ねる

べきである。同時に、厳しい財政事情の中、財政規律を維持しながらメリハリ

の効いた予算とするためには、優先順位の低い予算について、思い切った削減

が必要となる。社会経済情勢の変化によって重要性が低下していないか、民間

の活力を活用することができないか等、既存のあらゆる施策について、様々な

角度から徹底した見直しを行い、歳出の合理化を図っていく必要がある。また、

単価の見直しによるコスト縮減等、歳出の効率化に向けた努力を継続するとと

もに、民間における厳しい情勢等に鑑み、総人件費の抑制にも努めなければな

らない。独立行政法人については、明確な目標設定と厳格な評価及び歳出の効

率化を求めたい。 

さらに、当審議会では、歳出合理化部会の下に特別会計小委員会を設け、  

本年４月より特別会計の事務事業の見直しや特別会計の歳出の効率化・合理化

等についての検討に着手したところであり、この審議の動向も踏まえつつ予算

編成を行っていく必要がある。 

 

 

３．予算編成における事後評価の充実 

 

財政当局は、予算を編成（ＰＬＡＮ）するだけでなく、「ＰＬＡＮ（編成）－

ＤＯ（執行）－ＳＥＥ（評価・検証）」のプロセスのうち、特に「ＳＥＥ」の充

実を図り、「ＳＥＥ」から「ＰＬＡＮ」へのフィードバック（事後評価の予算へ

の反映、即ちチェック・アクション）を今後さらに充実させていかなければな

らない。そのためには実効性のある事後評価手法の確立が重要であるが、行政

の施策は客観的、定量的な評価が難しい分野も多く、また政策目標の達成と具

体的施策との間の因果関係を明確にすることも容易ではないと考えられる。当

面は試行錯誤を重ねていく必要があると思われるが、政策評価の活用を図ると

ともに、諸外国の取り組みも参考にしながら「ＳＥＥ」の充実に努めるべきで

ある。 

財政当局によるこうした取り組みの一環として、昨年度４３の事業について

予算執行調査が実施された。本年度は、一般会計に加え特別会計の事業に重点

を置き、調査体制の充実・強化を図りつつ５１事業について実施しており、そ

の結果を予算編成に的確に反映させていく必要がある。 

また、「ＳＥＥ」の充実を図るに当たっては、行政の説明責任やディスクロー

ジャーを徹底させることが重要であり、当審議会においても、法制・公会計部

会の下に新たに公会計基本小委員会を設け、公会計に関する基本的考え方につ

いて総合的な検討を行っている。今後もその検討結果を踏まえつつ、さらに公

会計制度の充実に取り組んでいく必要がある。 
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Ⅱ．各 論 
 

１．国と地方 

 

（１）基本的考え方 

 

   国と地方の関係については、「地方にできることは地方で」の原則の下、

地方公共団体の自立を基本とした新たな関係の確立が求められており、そ

のためには、地方公共団体の自己決定の下に自助努力と自己責任による行

財政運営を実現することが重要である。その場合、国と地方の役割分担の

見直し、国の関与の縮減や行政サービスの水準の見直しに応じて、補助金

や地方交付税により財源を手当てする歳出の範囲・水準を見直すこと等に

より、地方財政における受益と負担の関係を明確化し、地方歳出の効率

化・合理化を図っていくことが必要である。 

平成１６年度の地方財政を巡る状況は、引き続き厳しい状況にあるもの

と考えられる一方、国の財政事情は、極めて危機的な状況にあることに変

わりはない。したがって、平成１６年度予算編成及び地方財政計画の策定

に当たっては、国と地方の財政事情を踏まえつつ、以下に述べる考え方に

沿って、両者が健全な財政運営を目指していくことが求められている。 

 

（２）地方交付税 

 

  ① 昭和２９年度に導入された地方交付税制度は、かつて高度成長期には、

経済成長に伴う果実を全国に配分することを通じて国土の均衡ある発

展に寄与してきた。しかしながら、多くの分野でナショナル・ミニマム

が達成されたと考えられる今日では、地方交付税の仕組みは、地方歳出

の財源保障を通じ、地方公共団体のコスト感覚を弱め、地方歳出を増加

させてきた1。その結果、地方が国に財政的に依存する状況を作り出すと

ともに、地方交付税総額の膨張を招き、地方交付税が国の財政の大きな

圧迫要因となるという問題を生じている。 

     

  ② このように、国が地方歳出に関与する一方で、地方交付税が地方財政

計画の歳出の財源を保障する仕組みは、増加する地方歳出の裏付けとな

り、地方公共団体の自主性を弱めている。したがって、（１）に述べた

基本的考え方に沿って地方公共団体の自助努力と自己責任による行財

政運営を実現するには、地方交付税制度について、引き続き「自立支援

型」の改革を進めていく必要がある。 

                                                   
1  ＧＤＰ、国の一般歳出、地方財政計画歳出及び地方交付税の算定の基礎とされる基準財政需要の伸びを比較すると、基

準財政需要の伸びが著しい（昭和59年度＝100とすると、平成14年度でGDP=160.3、国の一般歳出=145.9、地方財政計画

歳出=181.3、基準財政需要額総額=206.8）。 
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③ このため、まず、地方財政計画の今後の方向として、歳出を抑制し、

歳入は自立自助の観点から増加させる努力を重ねていくことが何より

重要である。したがって、地方歳出については、平成１６年度以降も引

き続き国の歳出の見直しと歩調を合わせ、歳出の各項目にわたって徹底

した見直しを行い、これを交付税総額の抑制につなげていくことが必要

である。 

また、地方の財政運営にモラルハザードをもたらしている交付税の財

源保障機能（地方の歳出面をも考慮し、歳入と歳出の差額を補てんする

機能2）については、将来的には廃止し、税収の偏在に伴う財政力格差を

是正する機能（財政調整機能）に限る仕組みとすることにより、地方公

共団体における受益と負担の関係を明確化することが重要であり、これ

によって、地方公共団体に財政規律のインセンティブを与えられること

となる。したがって、この方向での見直しが必要である。このためには、

自助努力・自己責任による地方公共団体の財政運営を促す観点から、歳

出削減や課税自主権の強化といった歳入歳出両面の自助努力を促す仕

組みを工夫していくことを求めたい。 

さらに、地方交付税の算定方法についても、簡素化を図るとともに、

引き続き事業費補正や段階補正を見直していくことが重要である。 

 

  ④ 平成１５年度予算においては、地方税収の大幅な落ち込み、通常収支

に係る交付税特別会計の新規借入金解消に伴う一般会計特例加算の増

加といった大幅な地方交付税の増加要因が見込まれた。そのような状況

の中で、地方歳出の徹底した見直しにより、地方財政計画の規模を２年

連続で大幅なマイナスとすることにより、地方交付税の総額を抑制した

ことは、地方財政の効率化に向けた取り組みと評価できる。 

    また、通常収支に係る交付税特別会計の新規借入金を解消し、平成 

１３年度からの財源不足対策の見直し措置を完了したことは、通常収支

の財源不足についての責任を一層明確化し、地方財政の効率化と地方交

付税の改革を進める観点から、評価できる。 

平成１６年度には、上に述べた考え方に沿って、引き続き、地方歳出

の抑制を通じて交付税総額の抑制など地方財政の効率化に向けた取り

組みを行うことを求めたい。 

 

（３）補助金の改革等 

   

  ① 政府においては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針   

２００２」（平成１４年６月２５日閣議決定：以下、「基本方針２００２」）

                                                   
2  財源保障機能は、マクロ的には地方財政計画における歳入と歳出の差額を補てんすること、ミクロ的には各地方自治体

の基準財政需要額と基準財政収入額の差額を補てんすることであり、制度的には、地方交付税法第6条の3第 2項により

担保されている。 
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に基づき､国と地方の三位一体の改革案をとりまとめることとしている3

が、国庫補助負担金については、（１）に述べた基本的考え方に基づき、

まず国と地方の役割分担に応じて事務事業の在り方を見直し4、国の関与

を縮減するとともに、国・地方を通じた行政のスリム化・財政の健全化

を実現する観点から、改革を行うことが必要である。 

    即ち、国の関与を縮減し、地方の裁量を拡大する観点から、国庫補助

負担金の廃止、縮減、交付金化、統合補助金化等の改革を進めることに

より、国庫補助負担金の交付に伴う種々の義務付けを廃止・縮減し、地

方における住民ニーズに即した効率的な事業の実施を確保することが

重要である。 

    また、行政が担うべきサービスの範囲・水準を見直し、国・地方を通

じた行政のスリム化・財政の健全化を実現する観点から、国庫補助負担

金の廃止・縮減を推進する必要がある。特に、急速な高齢化の進展に伴

い、制度の持続可能性に不安が生じている社会保障の改革に取り組み、

給付抑制等により、国庫補助負担金と地方負担の増加を抑制することが

重要である。 

    以上の観点から、各行政分野にわたる国庫補助負担金について、その

在り方を抜本的に見直すとともに、「基本方針２００２」を踏まえ、数

兆円規模を目指して国庫補助負担金の改革に取り組んでいくことが求

められている。 

   

② 平成１５年度予算においては、義務教育費国庫負担金の共済費長期給

付等の一般財源化、国庫補助金の量的縮減をはじめとする国庫補助負担

金の整理合理化（５,６２５億円削減）が図られた。平成１６年度予算

においては、上記の改革案を踏まえつつ、以下の方針の下、国庫補助負

担金の積極的な整理合理化を推進することが求められる。 

・ 国の関与を縮減し、地方の裁量を拡大する観点から、国庫補助負担

金の廃止、縮減、交付金化、統合補助金化等を進める。また、国が関

与すべき事業を縮減するとの観点から、補助負担対象の見直しを行う。 

・ 国庫補助金については、国・地方を通じた行政のスリム化を実現す

る観点から、新規の補助金を厳に抑制するとともに、原則廃止・縮減

を図るとの方針の下、引き続き精力的な削減を進める。 

・ 地方公共団体の事務として同化、定着、定型化しているものや人件

費補助に係る補助金等については、原則廃止する。 

 

 

                                                   
3  「基本方針２００２」において、「国庫補助負担金、交付税、税源移譲を含む税源配分の在り方を三位一体で検討し、･･･

（中略）･･･改革案を、今後一年以内を目途にとりまとめる。」とされている。 
4  昨年１０月、地方分権改革推進会議において「事務・事業の在り方に関する意見」がとりまとめられ、これを踏まえ、

政府において昨年１２月に「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」がとりまとめられた。さらに、

本年５月に地方分権改革推進会議が「意見」のフォローアップを行い、特に重点的に推進すべき項目を提案し、これを踏

まえ、政府においては経済財政諮問会議等において検討が進められている。 
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③ 税源配分の見直しについては、「１５年度建議」でも指摘したように、

国庫補助負担金及び交付税の抜本的改革とともに検討していくことと

なるが、その際には、国と地方それぞれの財政事情、税源移譲に伴う債

務残高の調整、地方の課税自主権発揮の状況、国税が巨額の国債の貴重

な償還財源であること、税源移譲に伴う税収偏在の拡大傾向、財政構造

改革との整合性などを踏まえた検討が必要である。 

   特に、この場合において、地方公共団体が超過課税の実施など課税自

主権を発揮すること、即ち地方公共団体が自らの行政サービスの拡充を

自らの負担の増加により賄うことは、受益と負担の関係の明確化という

地方自治の基本的考え方からも重要であることに留意すべきである。 
 

 

２．社会保障 

 

平成１６年度の社会保障関係費については、「平成１５年度予算の後年度

歳出・歳入への影響試算」（平成１５年２月財務省）によれば、対前年度９

千億円の増が見込まれている。また、長期推計（「社会保障の給付と負担の

見通し」（平成１４年５月厚生労働省））では、今後、さらに、急速な少子高

齢化の進展に伴い、経済の伸びを大きく上回って給付と負担が増大していく

ことが見込まれており、現行制度のままでは、２０２５年度には国民負担率

（財政赤字を含む。）が６０％を超える見込みとなっている。現在の公的社

会保障給付の水準は持続可能ではなく、このまま放置すれば国民の将来不安

を惹起し、我が国の経済社会に重大な影響を及ぼしかねない。 

したがって、社会保障制度については、経済の伸びと均衡がとれ、プライ

マリーバランスの黒字化達成といった財政規律とも整合性のとれたものに

再構築する必要がある。そのためには、国民負担率については、臨時行政調

査会、財政構造改革会議等と累次にわたって議論され、掲げられた水準  

（５０％）程度に抑制することを目指して、公的給付の伸びを抑制すること

等が最重要の課題である 

特に、給付の伸びは高齢者向けにおいて著しく、これを支える現役世代・

将来世代の負担が過重なものとなっている。健康寿命が伸張し、働き続ける

人も多くなり、また、経済実態も平均的には現役世代と遜色のないものにな

るなど今日の高齢者像が転換している中で、給付と負担の関係における世代

間の不公平は制度に対する信頼を揺るがしている社会保障制度共通の構造

問題である。改革に当たっては、年金、医療、介護その他の福祉について制

度横断的かつ一体的に、高齢者の給付と負担の在り方を見直し、高齢者に対

して制度の持続性回復に積極的な貢献を求めていく必要がある。 
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社会保障関係費は年々増加し、一般歳出の約４割を占めるに至っており、

その抑制を図ることは、我が国財政上、最大の構造問題である。このため、

平成１６年度の具体的な予算編成に当たっては、現行の制度、給付水準、単

価などを前提とした社会保障関係の自然増を放置することは許されず、概算

要求段階から制度改革による公的給付の抑制により削減を図ることが必要

である。 

改革の内容は厳しいものとならざるを得ないが、社会保障制度は、国民の

生涯設計の基礎となるものである。したがって、頻繁な制度改正を必要とし

ない、将来にわたり持続可能な制度に再構築すること、即ち改革の先送りは

許されず言わば最終改革とする決意で行うことが国民の信頼を取り戻す途

であると考える。 

また、公的給付を抑制する一方で、社会保障分野における国民の様々なニ

ーズに的確に対応できるよう、多様で質の高いサービスを効率的に実現し、

併せて経済活性化、雇用創出にも資するとの観点から、保育、介護、医療等

の分野における規制改革の推進、民間保険の思い切った活用等を図っていく

ことが重要である。 

 

（１）年金 

 

年金については、予想を超えるスピードでの少子高齢化の進展、経済の低

成長、低インフレ化など経済構造の変化、高齢者像の転換など、制度が前提

としていた経済、社会の諸条件が大きく変化している。２０１０年代初頭に

は、これまで年金を支えてきたいわゆる「団塊の世代」が年金受給世代にま

わる。現在の年金制度は、既に実質的には積立金の取り崩しが始まっており、

改革を行わずに現行の給付水準を維持し、保険料も現行のままとすれば、積

立金が２０２０年頃に枯渇し、その後は保険料で給付を賄うことができなく

なり、年金改革は、待ったなしの状況である。その改革に当たっては、経済・

社会情勢の大きな変化を踏まえ、２１世紀を支える国民の視点に立った改革

を行い、将来世代が支えられる制度とする必要がある。 

これまで年金制度は、確定給付の考え方の下、将来段階的に保険料を引き

上げることを前提に給付水準を設定してきている。このため、前回の財政再

計算で算出された平成１１年度末時点における給付債務をみると、過去の保

険料納付期間に応じた給付債務のうち、将来の保険料の引上げにより賄うこ

ととされている部分が、厚生年金では４５５兆円、国民年金では４０兆円と

なっている。また、世代間の給付と負担の格差も無視し得ない状況である。

持続可能な年金制度を構築するため、この現行の保険料では賄うことのでき

ない給付債務をどのように処理し、給付と負担の均衡を図るかが重要な課題
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となる。 

現在、この処理に当たって、現行制度の賦課方式のまま将来世代の負担増

（給付抑制を含む）に拠るのか、あるいは、将来世代の負担増にのみ負わせ

るのではなく、既裁定年金を含め過去期間の給付債務を削減するのか、いず

れの方向を選択するのか決断しなければならない。当審議会としては、これ

から日本を支える現役世代に対し、将来への安心感を与えることが重要と考

えている。したがって、年金制度の給付設計については、 

① 現行制度の延長線上で考えるのではなく、今後の保険料納付期間に応じ

た給付については、概念上の拠出建て5により給付額を計算することとし、

保険料負担と給付の関係を明確にし、若い世代の理解を求めるとともに、 

② 既裁定年金を含む過去の保険料納付期間に応じた給付については、賦課

方式で運営しつつ、現役世代との均衡をも考慮し、給付の削減を行う 

ということを検討すべきと考える。 

給付の見直しに当たっては、年金改革の出発点として物価スライドについ

て現在停止されている▲１．７％の引き下げを法律どおり完全実施すること

がまず必要である。さらに、厚生年金・国民年金の水準についても、はじめ

に現在の給付水準ありきではなく、共働き世帯を標準として適正な水準を考

えるとともに、高齢者の消費実態を踏まえた給付水準の引下げ6、労働力人口

の減少等を踏まえた年金改定率（スライド率）の抑制、生涯現役社会にふさ

わしい支給開始年齢の見直し、高収入の者に対する給付水準の見直し等、取

り組むべき課題は山積している。 

保険料については、引上げ凍結を解除し、給付と負担のバランスの確保と

いう観点から国民の合意を得て引き上げる必要がある。 

また、女性のライフスタイルの多様化、就業形態の多様化等を踏まえ、短

時間労働者に対する社会保険（厚生年金・健康保険）の適用を拡大するとと

もに、３号被保険者に関する給付と負担の在り方についてさらに検討する必

要がある。 

国民年金の収納率が大幅に低下していることは、年金制度を賦課方式によ

り支えるという観点からは極めて深刻な問題である。現在の滞納者への対応

は不十分であり、滞納処分を早急に実施する必要がある。これにより年金制

度に対する不公平感の除去に努める必要がある。 

基礎年金国庫負担については、平成１２年改正法附則に「基礎年金につい

ては、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成

                                                   
5 「概念上の拠出建て」とは、保険料納付額を賃金上昇率で運用したとみなして年金原資を計算し、平均余命までの期間で

除して年金額を計算する。財政方式は賦課方式。 
6 国民年金（基礎年金）の水準については、平成６年改正までは、消費水準の伸び等を勘案して改定している。最近の消費

実態をみると、ここ４年間で全世帯の消費水準の伸びは▲４．７％、基礎的消費支出の伸びは▲４．４％となっている。

また、高齢者について、年齢階級別でみると、消費支出水準は加齢に伴い低下している。 
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１６年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の２分の１への

引上げを図るものとする。」と規定されている。したがって、この問題につ

いては、給付水準等をはじめ、年金制度の在り方そのものについて検討を進

めることがまず必要である。また、具体的に多額の安定財源（平成１６年度

で２．７兆円。高齢化の進展に従い、所要額はさらに拡大）が確保されるこ

とが検討の大前提である。国庫負担の在り方については、財政資金の配分の

在り方として薄く広く調達する資金を基礎年金給付に一律に一定割合投入

するのではなく、必要なところに重点的に投入するという考え方も念頭にお

いて検討する必要がある。 

 

（２）医療 

 

年平均４％で伸びていく医療費と国民経済のギャップ（２０２５年度で約

２５兆円との試算）を解消し、医療の発展と低成長・低インフレ下の保険運

営が両立できる制度を再構築することが最大の課題である。特に、高齢者医

療費について、現在の水準・伸びを放置した場合、２０２５年度には国民医

療費の６割7を占め、これを支える現役世代の負担が過重なものとなることか

ら、その伸びの抑制と、世代間・世代内負担の公平を図ることが重要である。 

このため、以下のような観点から、「医療保険制度体系及び診療報酬体系

に関する基本方針」（平成１５年３月２８日閣議決定）の内容を具体化する

とともに、公的保険の対象範囲の抜本的見直し、公的医療費の伸びの抑制策

等、「基本方針」に盛り込まれていない諸課題に早急に取り組み、医療制度

の改革を進める必要がある。 

 

① 公的保険がカバーする範囲の抜本的見直し 

医療需要の増大と多様化に対応しつつ、公的保険を持続的に保つため、

公的保険がカバーする範囲を根本的に見直す。 

・ 保険診療と自由診療の組み合わせの拡大（いわゆる混合診療、特定療

養費の抜本的拡充（先発薬の使用、医師の指名料等）） 

・ 医薬品等に係る保険適用の見直し（市販類似医薬品等） 

・ 入院に係る日常生活費用（食事、ホテルコスト等）に対する保険適用

の在り方の見直し 

・ 高度先進医療に対する保険適用の在り方の見直し、一定金額までの保

険免責制度の導入                  等 

 

                                                   
7 ７０歳以上医療費で見た場合。 
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② 高齢者医療コスト等の縮減 

医療コスト（特に高齢者医療コスト）を縮減し、公的医療費の伸びを経

済・財政とバランスのとれたものに抑制する。 

このため、入院医療全般の診療報酬を早期に包括払い化するとともに、

高齢者医療費の伸びと経済の伸びの整合性を確保するための仕組みを検

討する。包括払い化に当たっては、社会的入院や過剰診療の解消につなが

る仕組みとする必要がある。 

また、診療報酬・薬価については、物価・賃金動向、経済・財政とのバ

ランス等を踏まえたものとする必要がある。 

 

③ 地域・保険者の医療費適正化への取り組み 

都道府県単位での保険者の再編・統合を推進するとともに、医療費の地

域差部分の適正化を促す仕組みの導入、保険者機能の抜本的強化（レセプ

ト点検の強化、保険者と医療機関の直接契約の推進等）、医療のＩＴ化（電

子カルテ、レセプト電算化等）の推進など、地域・保険者の医療費適正化

への取り組みを強化する。 

 

④ 世代間・世代内の保険料負担の適正化 

高齢者医療制度の見直しとあわせて、若年者との保険料負担の均衡の確

保、所得や資産等に応じた負担の観点から、高齢者の保険料の具体的水準

や賦課方法を見直す。 

 

⑤ 医療提供体制の再構築・効率化 

診療所のかかりつけ医機能の強化、地域における病院と診療所の機能分

担の明確化・連携強化を図る。特に、病院について、過剰病床の削減など

提供体制の効率化を図るとともに、その機能を急性期・高度医療に特化し、

外来患者の大病院シフトを是正する必要がある。 

  

（３）介護 

 

介護保険については、これまでは制度立上げ期として、「保険あってサー

ビスなし」との批判も踏まえたサービス基盤整備などを積極的に推進してき

た結果もあいまって、制度として国民の間に定着してきたところである。 

しかしながら、介護給付費は厚生労働省の長期推計によれば、２０２５ 

(平成３７)年度までに、金額で４倍（５兆円⇒２０兆円）、対国民所得比で

３．５倍に増加し、国民経済とのギャップが拡大するものと見込まれている。
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最近までの動向をみても、要介護認定について、特に軽度を中心に発現率に

地域差がみられるとともに発現率が上昇を続けていることによる利用者の

増加等を理由に保険給付が急増を続けている。また、介護保険では、地域の

判断でサービス供給と保険料水準を決めるという仕組みとなっているが、地

域によっては他と比して保険料が高水準の地域もあるほか、財政安定化基金

からの借入を行っている保険者も少なくない。 

介護保険法附則では法施行後５年を目途とした見直しを行うこととされ

ている。この見直しに当たっては、我が国全体としても、また、地方公共団

体としても、現行制度を存続し続ければ、今後の保険料・公費負担の増大に

より持続困難な制度となりかねない分岐点に立たされていることを踏まえ

て検討する必要がある。 

したがって、平成１６年度から、サービス提供体制の見直し、介護サービ

スの効率化、公的保険給付の在り方の見直しなど、以下に示すような介護保

険制度の抜本的な再設計を行い、公的介護保険給付の伸びを大幅に抑制する

ことにより、将来にわたり持続可能な制度へと切り替えることが必要である。 

 

① 適正かつ公正で利用者本位の介護サービスの提供 

・適正な要介護認定の実施 

・適正なケアマネジメントを通じた的確なサービス提供 

・情報開示、苦情対応の改善による適正かつ良質なサービス提供 

 

② 在宅重視、地域ケア重視のサービス体系の再構築 

・希望する高齢者が在宅での生活を続けられるよう自立を維持・促進す

るための地域ケアの提供 

・在宅の延長としての民間の新たなサービスの提供（在宅・施設の中間

的なサービスの提供） 

・介護施設の在宅サービスへの活用・転換 

  

③ 保険者の在り方の見直し 

・保険者の再編・統合など広域化の推進 

・保険者機能の強化（不正請求の防止、不適正な事業者に対する迅速な

指定の取消など） 

  

④ 介護サービスの効率化 

・規制緩和の推進（施設サービスを含むさらなる株式会社参入の推進等） 

・民間事業者の収益状況を的確に反映した介護報酬の改定 

・医療サービスとの適正な連携 
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⑤ 公的保険給付の在り方の見直し 

・公的保険給付の範囲の見直し（居住費用や食費などの日常生活に要す

る費用に係る保険適用の見直し、一定金額までの保険免責制度の導入

など） 

・給付率など給付の在り方の見直し 

 

（４）生活保護 

  

 近年、高齢化の進展や経済活動の低迷等を受けて生活保護受給者が急増し

てきている。 

生活保護は国民生活の最後のセーフティネットとしての機能を有するも

のであり、真に困窮した自立不可能な者に最低限度の生活を保障することを

目的とするものである。しかしながら、受給者に一定の収入を保障するもの

であるが故に、保障水準やその執行状況によっては、モラルハザードが生じ

かねず、かえって被保護者の自立を阻害しかねないという面も指摘される。

このため、制度・運営面について、以下の観点から、しっかりとした点検と

見直しが必要である。 

まず、生活保護の地域別の被保護率をみると、地域における社会経済・雇

用情勢の差異に留意する必要があるが、地域によって２０倍近い差があるこ

とを踏まえると、その執行の適正化とそのための地方公共団体の積極的な取

り組みの促進が必要と考えられる。 

また、近年の物価・賃金動向等の社会経済情勢の変化を踏まえるとともに

年金制度改革における給付水準の見直しとも一体的に検討すれば、生活扶助

基準・加算の引下げ・廃止、各種扶助の在り方の見直し、扶助の実施につい

ての定期的な見直し・期限の設定など制度・運営の両面にわたり多角的かつ

抜本的な検討が必要である。 

特に、原則７０歳以上の高齢者に上乗せされる老齢加算（１７，９３０円

１級地－１）は福祉年金創設との関係から昭和３５年に創設されたが、年金

制度改革の議論と一体的に考えると、７０歳未満受給者との公平性、高齢者

の消費は加齢に伴い減少する傾向にあること等からみて、廃止に向けた検討

が必要であると考えられる。また、母子家庭についてみた場合、一般の母子

世帯の平均の所得金額（２１．１万円、世帯人員平均２．６４人）と被保護

母子世帯の最低生活費（２２．１万円、世帯人員平均２．９１人）を比較し

た場合、母子加算も同様であると考えられる。 

さらに医療保険と同様、長期入院患者等の入院解消やレセプト点検等によ

り医療扶助の適正化を図ることが重要である。 
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（５）雇用 

   

雇用対策については、雇用失業情勢を踏まえ、今後とも適切に対応してい

く必要がある。その際には、既存の施策の実績・効果についての十分な検証

を行うことが重要であり、その結果を踏まえ、施策の重点化・合理化を図る

など、引き続きメリハリある見直しに取り組むこと等により、雇用対策の費

用対効果の向上に努めていく必要がある。 

具体的には、経済・産業構造の変化、ライフスタイルに対する国民の意識

の変化、雇用慣行の変化等の構造変化を踏まえ、多様な働き方や円滑な労働

移動等の実現による就業機会の確保を図るため、労働市場の構造改革や雇用

対策の重点化の基本的な方向として、 

①雇用維持支援から労働移動支援へ 

②雇入れ助成からミスマッチ解消へ 

③生活支援から早期再就職支援（自立支援）へ 

等への取り組みをさらに進めていく必要がある。 

また、再就職支援や能力開発等に係るサービス水準の向上・多様化、施策

の効果的・効率的実施の観点から、 

①民間のノウハウの積極的活用（官から民へ） 

②地域の実態を踏まえた施策の実施（国から地方へ） 

等に取り組む必要がある。 

 

さらに、雇用対策を検討するに当たっては、モラルハザードの防止、費用

対効果に十分に配慮する必要がある。働き方の多様化の進展等により、失業

者の実態も様々であり、再就職や能力開発等に対する公的支援の必要性も一

律ではない。したがって、自助努力を適切に求めつつ、再就職や能力開発等

に対する公的な支援が真に必要な者への適切な施策となるような制度設計

に努めるべきである。 

なお、雇用保険制度については、「１５年度建議」で指摘した方向に沿っ

た制度改正が行われたところであり、その円滑な執行を図ることにより、雇

用保険制度の安定的運営を図り、雇用のセーフティネットに対する国民の信

頼の確保に努めるべきである。 
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３．公共事業 

 
（１）我が国の社会資本は概ね整備されつつあり、投資の限界的な効果は一般

的に低減していくと考えられる。したがって、厳しい財政事情を踏まえ、

既存ストックの有効活用を重視するとともに、新たな投資は、整備効果の

高い事業に絞って重点的に実施していく必要がある。「改革と展望」におい

ても、景気対策のための大幅な追加が行われていた以前の水準を目安に、

公共投資の重点化・効率化を図っていくとの方針が示されている。 

 

（２）このような観点から、厳しい経済情勢の中ではあるが、引き続き国・地

方を通じて公共投資の水準を着実に抑制し、受益と負担の明確な関係の下

で、既存ストックの有効活用、事業の選別と集中投資、建設・管理コスト

の縮減等社会資本整備の質的改善を進める必要がある。 

 

① 既存ストックの有効活用 

  

     費用対効果を踏まえ、政策目標を最も効果的・効率的に達成する観点か

ら、道路整備と交通規制や料金の多様化、空港・港湾整備と２４時間オー

プン化や手続の迅速化、河川等整備と災害情報の提供や避難訓練など、諸

施策の適切な組み合わせにより、既存ストックの効果を引き出し、あるい

は補完することが重要である。 

 

② 長期計画における成果目標の妥当性等 

 

長期計画については、成果重視への転換や計画の一本化を図る方針が決

められている。今後、具体的に計画を策定するに当たっては、その趣旨を

踏まえ、追求すべき成果が妥当か、投資の抑制方針と整合的か等の点を十

分に吟味するとともに、事前評価を積極的に活用しつつ、既存ストックの

有効活用や事業間の連携を促すものとする必要がある。 

 

③ 国・地方を通じた投資の重点化・スリム化 

 

国の役割の重点化及び受益と負担の関係の明確化を進め、国・地方を通

じた投資の重点化・スリム化を図ることが重要である。 

国の役割は、国家的・広域的な政策課題への対応に重点化していく必要

がある。特に、生活関連社会資本など受益の範囲が狭いものについては、

国庫補助負担金の廃止・大幅縮減を図り、ナショナル・ミニマムの達成の

ため全国レベルでの資源配分が必要な場合や、新たなニーズに緊急に対応

する必要がある場合、国の利害に重大な関係のある場合等に国庫補助負担



 

 －16－

事業を限定すべきである。また、整備後の単純な維持更新は、地方公共団

体に委ねることを基本とすべきである。 

国民経済計算における一般政府の総固定資本形成8２４.３兆円（平成 

１３年度実績）のうち、地方政府は１９．３兆円と中央政府（４．９兆円）

の４倍の規模に達しており、その動向が国・地方を通じた投資規模に与え

る影響は大きい。社会資本整備が概ね整備されつつある中で、投資の中身

は基礎的なものから選択的なものへと変化していくことから、厳しい「選

択と集中」の姿勢でスリム化に取り組む必要がある。したがって、地方の

実質的負担の軽減が投資の重点化・スリム化を鈍らせることのないよう、

受益と負担の関係の一層の明確化を図ることが重要であり、引き続き、補

助制度や地方財政措置（事業費補正等）の仕組みについて見直すべきであ

る。 

 

④ 分野別の見直し 

 

以上のような重点化の考え方を踏まえ、上水道、小規模下水道、大規模

ダム、地方空港、地方港湾など「平成１４年度予算編成の基本方針」（平

成１３年１２月４日閣議決定）及び「平成１５年度予算編成の基本方針」

（平成１４年１１月２９日閣議決定）における「厳しい見直しを行うべき

分野」については、引き続き一段と厳しく抑制すべきである。また、農林

水産関係分野の公共事業については、引き続き、公共事業から公共事業以

外の政策手段への転換を進める必要がある。 

他方、大都市圏拠点空港の整備等国際競争力の向上、都市機能の高度化

等による都市の再生、公共空間のバリアフリー化、リサイクルの推進等の

施策については、分野横断的に、引き続き重点的に取り組む必要がある。 

 

⑤ コスト縮減 

 

平成９年度以降、公共工事のコスト縮減に努めてきたところであるが、

民間事業と比較すれば規格や単価が高いという指摘があり、実態を踏まえ、

引き続き、合理的なコスト縮減に格段の努力を払う必要がある。 

こうした観点から、規格の見直しのほか、維持管理コスト、時間的コス

トを含む総合的なコストの縮減（コスト構造改革）に取り組み、その実施

状況を毎年度点検し公表することが重要である。また、民間資金等活用事

業（ＰＦＩ）の推進等民間活力の一層の活用、入札・契約における競争性、

透明性の向上に引き続き努める必要がある。 

 

 

                                                   
8 「一般政府の総固定資本形成」とは、一般政府（中央政府、地方政府及び社会保障基金）が新規に購入した有形（建物、

道路等）または無形（コンピューターソフトウェア等）等の資産。 
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（３）平成１０年度から段階的に実施されてきた事業評価の導入は、平成  

１５年度の事後評価の本格実施により、一応の完了を見ることとなる。事

業評価は、各事業主体の責任の下で実施されるものであるが、社会資本整

備を成果重視に転換する観点も踏まえ、今後とも、その改善を図り、積極

的に活用していくべきである。その際、第三者による検証が可能となるよ

う、評価に関する情報の開示を進める必要がある。また、「ＳＥＥ」機能

の発揮の観点から、事業中の再評価及び事業完了後の事後評価を重視し、

所期の成果が達成されているかについての検証と、事業実施の成果に関す

る各事業主体の説明責任を徹底することが重要である。 

 

① 事前評価 

 

客観評価において中心的役割を果たす費用便益分析は、現時点では精

度や信頼性に限界があること等から、費用が便益を上回る事業を排除す

るための活用にとどまっている。今後、成果重視の社会資本整備を進め

ていくためには、個々の事業によって得られる成果を適切に評価し、比

較する視点が欠かせない。このような観点から、国民に信頼され得る事

業評価制度の構築を図り、これを積極的に活用することにより、透明性

を確保しつつ優先順位の高い事業への集中投資を進める必要がある。そ

の際、自然環境への影響など事業のマイナス面も十分踏まえる必要があ

る。 

 

② 再評価・事後評価 

 

事前評価には限界があること、採択後の社会経済情勢等の変化に適時

適切に対応する必要があることから、再評価を積極的に実施し、その結

果に応じて、事業の中止・縮小など必要な見直しを行うことが重要であ

る。また、事業終了後には事後評価を厳格に実施するとともに、事前評

価の結果と比較検証し、評価手法等の改善を図るべきである。 

 

 

 

４．文教・科学技術 

 

（１） 文教予算 

 

①  初等中等教育 

初等中等教育については、近年、少子化により児童・生徒数が減少して

いく中で、児童・生徒一人当たりの公教育予算を大きく拡大させてきてい
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るが9、他方で、学力低下への懸念や全国画一的な教育への批判等が年々高

まってきている。こうした状況下、今後においては、児童・生徒一人当た

りの公教育予算の拡大ということではなく、限られた資源を最大限有効活

用し公教育の質の向上を図ることが何よりも重要である。 

このため、各地方公共団体が自ら創意工夫を通じて、地域社会の特色を

活かした教育を実現するとの観点から、引き続き、義務教育費国庫負担制

度について負担対象の見直し、定額化・交付金化等の改革を着実に進める

ことが重要である。さらに、学校経営や教員評価に経営的発想や能力・成

果重視の考え方を導入し、教員給与の一律優遇制度や教職員定数改善計画

の見直しなど既存施策の徹底した見直しを行う必要がある。併せて、受益

者負担等の観点から義務教育教科書の有償化が課題である。 

 

②  高等教育 

高等教育に対する公的支援については、国立大学に対する財政措置や私学

助成等の既存の支援策を見直し、国公私を通じた競争原理に基づく支援へシ

フトさせる必要がある。 

また、平成１６年４月に予定されている国立大学の法人化に当たっては、

いわゆる「ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥ」の考え方を十分踏まえつつ、市場原理・

競争原理の下で、各大学が自らの経営判断に基づいて自律的運営ができるよ

うにするとともに、客観的かつ厳格な事後評価により重点的な支援が可能と

なるような制度設計を行うべきである。こうした考え方を踏まえ、学生納付

金については、学部別授業料を含め各大学の自主的な判断に基づく設定を可

能とすべきであり、運営費交付金の算定の基礎となる学生納付金の水準に関

しては、受益者負担の徹底、自己収入確保の努力を踏まえて設定する必要が

ある。 

 

 ③ 文化 

文化予算については、近年重点的な予算措置を行ってきたが、官と民及

び国と地方の役割分担の観点からの支援範囲の見直しを行うとともに、費

用対効果の観点からの評価の実施を通じて支援の重点化を行う必要がある。 

 

（２） 科学技術 

 

科学技術予算については、近年大幅に拡充されてきており、その結果、政

府研究開発投資の対ＧＤＰ比でみると、「第２期科学技術基本計画」（平成 

１３年３月３０日閣議決定）が目指す欧米主要国並みの水準は既に達成され

ている。我が国の極めて厳しい財政事情に鑑みれば、科学技術といえども聖

                                                   
9 児童生徒数が減少する中で、一人当たりの公教育費及び義務教育費国庫負担金は大幅に拡大。 
  （小中学校児童生徒一人当たり公教育費） 
    平成元年６１万円 → 平成１２年９０万円（＋４７％増） 
  （公立小中学校児童生徒一人当たり義務教育費国庫負担金予算額） 
    平成元年度１４.８万円 → 平成１５年度２６.２万円（＋７７％増） 
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域扱いされるべきものではなく、むしろ量的拡大から一層の質的向上へと軸

足を移すべきである。 

このため、科学技術予算について、硬直的な資源配分に陥ることのないよ

う、専門的知見を有する総合科学技術会議と十分連携しつつ、施策の優先順

位の明確化等により、科学技術の重点４分野（ライフサイエンス、情報通信、

環境、ナノテクノロジー・材料）への更なる重点化、原子力・宇宙・海洋等

その他の分野における一層の効率化・合理化等を図り、科学技術分野での「選

択と集中」を強化していく必要がある。 

その際、資金の効率的利用を一層促進するため、科学技術分野全般にわた

り、「ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥ」の考え方を踏まえ、厳正な研究評価の徹底

とその結果の反映を通じて、スクラップ・アンド・ビルドの原則に基づく新

規プロジェクトの厳選及び既存プロジェクトの中止・見直しを図っていく必

要がある。とりわけ、いわゆるビッグ・プロジェクトについては、後年度負

担が大きいこと等に鑑みれば、費用対効果等を十分精査の上、一層厳格な絞

込みを行う必要がある。なお、その際には、専門的視点に基づいた評価のみ

ならず、タックスペイヤーの視点も十分踏まえる必要がある。 

併せて、競争的研究資金について制度メニューの大括り化や研究資金の配

分における若手研究者の取扱いの改善などのシステム改革を進めるととも

に、官民の適切な役割分担に基づいた産学官連携を推進する必要がある。 

 

 

 

５．防 衛 

 

（１）防衛関係費については、現在の国際情勢に鑑み、国民の安全・安心の確

保に対する重要性を増しているが、歳出化経費及び人件・糧食費の占める

割合が８割を越えており、依然として予算の硬直化という構造問題を抱え

ている。深刻な財政事情を踏まえると、各種の多様な事態に対応するため

にも、一層強力に防衛関係費の合理化・効率化に取り組むことが必要であ

る。 

 

（２）こうした観点から、新規の正面装備については、長期にわたって歳出化

による後年度負担を招き、関連する後方経費の増加をもたらすものであり、

経済財政事情、国際情勢等を踏まえ、必要性、優先度を十分に精査すると

ともに、費用対効果分析の手法を検討しつつ、引き続き、その抑制を図る

べきである。また、我が国を取り巻く国際情勢等の変化に対応するため装

備内容を見直す場合であっても、既存の装備体系のうち必要性の低下して

いるものについては縮減を図るべきである。 

さらに、人件・糧食費については、組織定員の抑制を図るとともに、諸



 

 －20－

手当等の人件費の基礎となる諸制度の見直しに引き続き取り組む必要があ

る。また、一般物件費については、平成１５年度の予算執行調査（生活物

品の単価、装備品における民生品・汎用品の活用、基地周辺対策事業、他）

の結果を的確に反映し単価減を図るなど、あらゆる経費、施策にわたって、

執行状況等を十分精査する中で、調達取得改革等を踏まえ、その合理化・

効率化を行う必要がある。 

 

 

 

６．政府開発援助（ＯＤＡ） 

 

政府開発援助（ＯＤＡ）については、かつて他の先進国を上回る経済成長や

経常収支黒字の累積といった観点から、著しく増大したが、我が国が極めて厳

しい経済・財政状況に直面する中、戦略性、機動性、透明性、効率性の一層の

確保を図り、これまで以上に量的制約の中での効果の最大化に努めることが必

要となっている。また、ＯＤＡへの国民の支持を得るためにも、我が国として

のＯＤＡの基本理念を明確化することが求められている。 

こうした状況も踏まえ、現在、本年中頃を目途に結論を得るべく、ＯＤＡ大

綱の見直しが進んでいる。見直しの基本方針としては、 

 

① 人道的見地や国際社会の相互依存関係等の普遍的価値とともに、我が国

にとっての安全と繁栄等をＯＤＡの基本理念に加えること、 

 

② ＯＤＡの重点地域を引き続きアジア地域とするとともに、平和構築分野

（平和の定着及び国造り）や人間の安全保障等を重点分野としていくこと、 

 

③ 国別援助計画に則った一貫性あるＯＤＡの実施や、被援助国との政策協

議の強化、評価・監査の強化等、ＯＤＡの効率的・効果的実施の必要性、 

 

④ 広報・情報公開等、ＯＤＡについての情報発信の強化の必要性、 

 

等が掲げられている。 

 平成１６年度予算においては、こうした新しいＯＤＡ大綱の考え方も踏まえ

つつ、援助対象分野や対象国・地域の一層の重点化・戦略化を図り、国民の支

持の前提となる効率性・透明性の向上、国民各層の幅広い参加に向けた取り組

みを継続・強化していく必要がある。そして、量重視の考え方から質重視への

転換を進めることで国際情勢に応じた我が国の国際的責任は果たしつつ、引き

続きＯＤＡの量的規模の縮減を図っていくべきである。 
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７．農林水産 
 

（１）農業分野においては、効率的かつ安定的な経営体（担い手）が生産の相

当部分を担う農業構造を確立するため、構造改革を推進することが必要で

ある。このため、農業者全体を対象とした一律的施策について見直しを行

い、担い手への施策の集中化を進めることが重要な課題である。また、構

造改革の推進とあわせ、国と地方の適切な役割分担を踏まえた地方分権を

進めるべきであり、とりわけ、農業委員会や普及事業については、国の関

与の縮減、組織のスリム化に向けた改革を積極的に進めるべきである。 

  

（２）米政策について、平成１４年１２月に策定された「米政策改革大綱」に

基づき、国の関与の縮減を基本とした改革を着実に進展させていくことが

重要である。例えば、米の生産調整に関しては、需要予測の客観性を高め

るとともに、農業者・農業者団体の自主的・主体的取り組みを強化してい

くことが必要である。さらに、米に係る助成措置については、平成１６年

度からの見直しにおいて、市場重視、担い手重視の観点から効率化・重点

化を図るべきである。 

   

（３）食糧管理特別会計は、平成１３年度末より繰越損失を計上しており、早

急に健全化を図る必要がある。特会の収支を改善するため、米政策改革を

着実に進展させつつ、米の備蓄水準の適正化を図るとともに、麦の輸入等

の食糧管理業務全般について一層の効率化を進めるべきである。 

 

 

８．エネルギー対策 
 
エネルギー対策については、エネルギーの安定供給の確保や温室効果ガスの

排出抑制等による環境保全などの重要課題に適切に対応しつつ、その資金の執

行状況を踏まえ、施策の効率化・重点化をさらに推進していくことが重要な課

題である。 

その際、省エネルギー・新エネルギー対策関係予算については、既存事業の

効果を検証しつつ徹底的な見直しを行うとともに、新規事業については、公的

支援の水準・範囲等を一層精査し、官と民の適切な役割分担を図るべきである。 

エネルギーの安定供給の確保については、我が国にとって重要な政策課題で

あることに鑑み、施策の効果を十分に見極めつつ、原子力、天然ガス等のエネ

ルギー源の多様化を推進していくべきである。他方、石油の備蓄事業について

は事業が国に移管されたことをも踏まえ、より一層の効率化を進めるとともに、

開発事業については開発業務が石油公団から独立行政法人に移管されること

も踏まえ、真に必要なプロジェクトに支援を限定し、石油対策全体として予算

の縮減を図っていくことが必要である。 
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９．中小企業対策 

 

中小企業対策については、中小企業を一律に弱者と位置付け無差別に保護・

支援を図るのではなく規制緩和など中小企業等の起業や経営革新に資する環

境整備を推進しつつ、やる気と能力のある中小企業の前向きな自助努力への支

援等に施策を重点化し、中小企業の構造改革を促進していくことが重要である。 

また、中小企業金融は現下の厳しい経営環境の下、中小企業に対する円滑な

資金供給を確保する上で重要な機能を有しているが、その機能が市場原理を歪

めることのないよう制度を不断に見直していくことが必要である。このため、

政府系金融機関による中小企業金融については、引き続きリスクに見合った適

切な金利の設定など必要な制度改善を行うとともに、信用保証による信用補完

についても、引き続き収支改善に向けて所要の対応を図っていくことが必要で

ある。 

 

 

 

１０．司法制度改革 

 

裁判の迅速化、公的刑事弁護の拡充、司法ネットの構築等の司法機能の充

実・強化に当たっては、限られた財政資金の効率的使用の観点から、最高裁判

所による検証、公的資金の投入にふさわしい透明性・説明責任の確保、関連機

関との連携等に配意し、合理的かつ機能的な制度・仕組みを構築していくこと

が必要である。 

また、司法制度改革を進める中で、「１５年度建議」でも述べたとおり司法

修習生の給費制は早期に廃止し貸与制への切替を行うべきであり、公務員給与

の在り方についての見直しも踏まえ、裁判官・検察官の給与の在り方について

も見直しに取り組んでいくべきである。 

 

 

 

 

 

（以上） 



 

【総 論】 
 

１．持続可能な財政構造の確立 

・「２０１０年代初頭におけるプライマリーバランスの黒字化」という目標の達成に向け全力で取

り組むべき 

・財政赤字の累積は、財政の硬直化や世代間不公平の拡大に加え、制度の持続可能性への疑問から

国民に将来不安をもたらすため、極力公債発行額の抑制に努めるべき 

・平成１６年度予算編成においても、昨年度同様の歳出改革路線を堅持していくことが重要 

 

２．歳出見直しの基本的考え方 

・義務的な経費、裁量的な経費を問わず、聖域なく歳出内容を見直すことが不可欠 

・構造改革により「保護・救済型」から「自立支援型」の制度へ（社会保障制度改革・国と地方の

改革等） 

・予算配分の重点化・効率化（メリハリ付け）が重要な課題 

・単価の見直しによるコスト縮減等、歳出効率化に向けた努力を継続 

・特別会計の歳出の効率化・合理化を図っていくことが必要 

 

３．予算編成における事後評価の充実 

 ・「ＰＬＡＮ（編成）-ＤＯ（執行）-ＳＥＥ（評価・検証）」のプロセスのうち、特に「ＳＥＥ」の

充実を図ることは重要 

 ・予算執行調査の結果を予算編成に的確に反映させていくことが必要 

 ・公会計制度の充実に取り組んでいくことが必要 

 

【各 論】 

 

１．国と地方 

・地方公共団体の自立のため、地方公共団体による自助努力と自己責任による行財政運営を実現 

・地方交付税制度について引き続き「自立支援型」の改革を推進 

（徹底した地方歳出の見直し、交付税の財源保障機能を将来的に廃止し地方に財政規律のインセ

ンティブを与える、地方公共団体の歳入歳出両面での自助努力を求める） 

・国庫補助負担金について、事務事業の在り方を見直し、国の関与の縮減、国・地方を通じた行政

のスリム化の観点から、改革を実施 

 

２．社会保障 

・潜在的国民負担率を５０％程度に抑制 

・世代間の公平、給付と負担のバランスを図り、持続可能な年金制度を構築（既裁定年金を含む過

去期間の給付債務の削減、概念上の拠出建てによる給付設計、国民年金滞納者への滞納処分の実

施等） 

・医療制度改革（公的保険がカバーする範囲の見直し、高齢者医療コスト等の縮減等） 

・介護保険制度の抜本改革（公的介護保険の給付範囲、給付率など給付の在り方の見直し等） 

「平成１６年度予算編成における基本的考え方について」のポイント 

（別 紙） 



・生活保護の制度・運営面の抜本的見直し（執行の適正化、扶助基準・加算の引下げ、廃止、期限

の設定等） 

・雇用対策について、既存の施策の十分な検証、施策の重点化・合理化 

 

３．公共事業 

 ・国・地方を通じて公共投資の水準を着実に抑制し、受益と負担の明確な関係の下で、既存ストッ

クの有効活用、事業の選別と集中投資を推進 

 ・引き続き、建設・管理コストの縮減に格段の努力 

 ・社会資本整備を成果重視に転換する観点も踏まえ、事業評価の改善を図り、より積極的に活用 

 

４．文教・科学技術 

・児童・生徒一人当たりの公教育予算の拡大ではなく質の向上を目指し、義務教育費国庫負担制度

改革の着実な推進、教員給与の一律優遇制度や教職員定数改善計画の見直しなど既存施策の徹底

した見直し 

・高等教育について、国公私を通じた競争原理に基づく支援へシフト。国立大学の法人化に際し、

客観的かつ厳格な事後評価により重点的な支援を可能とする制度設計 

・科学技術予算について、「選択と集中」を強化。厳正な研究評価とその結果の反映を通じてプロジ

ェクトを厳選 

 

５．防 衛 

・各種の多様な事態や国際情勢等の変化に対応するためにも一層強力に防衛関係費を合理化・効率

化。必要性の低下している装備の縮減等、新規の正面装備の抑制 

・組織定員の抑制、予算執行状況等の精査によりあらゆる経費を効率化 

 

６．政府開発援助（ＯＤＡ） 

・新しいＯＤＡ大綱の考え方を予算に反映 

・量重視から質重視への転換により国際的責任は果たしつつ、引き続きＯＤＡの量的規模を縮減 

 

７．農林水産 

・担い手への施策の集中化 

・米に係る助成措置の効率化・重点化、食糧管理特別会計の健全化 

 

８．エネルギー対策 

 ・エネルギーの安定供給の確保や環境保全などに適切に対処しつつ施策の効率化・重点化を推進 

 ・石油対策は全体として予算を縮減 

 

９．中小企業対策 

 ・やる気と能力のある中小企業の前向きな自助努力への支援への重点化 

・中小企業信用保証制度の収支改善 

 

１０．司法制度改革 

・司法機能の充実・強化に当たっては、合理的かつ機能的な制度・仕組みを構築 

・司法修習生の給費制の廃止（貸与制への切替）、裁判官・検察官の給与の在り方の見直し 




